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 平成２３年度の香川県公立高等学校（以下「高等学校」という。）の入学者の選抜方針に

ついて、次のように定める。 

 

Ⅰ 日程 

 

１ 自己推薦選抜（全日制） 

  (1) 願書受付期間 

平成２３年１月２４日（月）  ９：００～１６：００ 

平成２３年１月２５日（火）  ９：００～１６：００ 

(2) 検査、面接等 

平成２３年２月 ２日（水） 

(3) 合格者発表 

        平成２３年２月 ８日（火）  ９：００ 

 

 ２ 一般選抜（全日制及び定時制） 

(1) 願書受付期間 

平成２３年２月１５日（火）  ９：００～１６：００ 

平成２３年２月１６日（水）  ９：００～１６：００ 

(2) 志願変更受付期間 

平成２３年２月２１日（月）  ９：００～１６：００ 

平成２３年２月２２日（火）  ９：００～１６：００ 

平成２３年２月２３日（水）  ９：００～１２：００ 

(3) 学力検査 

        平成２３年３月 ８日（火） 

(4) 適性検査、面接 

        平成２３年３月 ９日（水） 

(5) 合格者発表 

        平成２３年３月１８日（金）  ９：００ 

 

 ３ 別日程募集・第２次募集（定時制） 

(1) 願書受付期間 

        平成２３年３月２２日（火）  ９：００～１６：００ 

    平成２３年３月２３日（水）  ９：００～１６：００ 

        平成２３年３月２４日（木）  ９：００～１２：００ 

(2) 基礎学力検査、面接 

        平成２３年３月２８日（月） 

(3) 合格者発表 

        平成２３年３月３０日（水）  ９：００ 



 

Ⅱ 入学定員 

  高等学校の第１学年に入学を許可される者の数（入学定員）の決定に当たっては、高等

学校ごとの収容力、前年度における高等学校ごと及び地区ごとの入学競争率、高等学校全

体の入学定員の中で課程別及び大学科別の入学定員の占める割合、関連する小学科間の関

係並びに地域の事情等を考慮するとともに、適切な高等学校全体の入学率を確保できるよ

うに努める。 

 

Ⅲ 一般選抜 

 １ 志願方法 

(1) 入学志願者の出願できる高等学校は１校とする。この場合において、全日制及び定

時制の課程を通して２以上の小学科（関連する複数の小学科をまとめて「くくり募

集」する場合は、それらを一つの小学科とみなす。）があるときは、一の学科を第１

志望とし、他の学科（課程を異にする同学科を含む。）を第２志望とすることができ

る。 

   (2) 入学志願者は、入学願書受付締切後、一定の期間中１回に限り、志願する高等学校、    

課程又は学科を変更することができる。 

 

 ２ 調査書等 

  (1) 調査書の記載事項は、教育長が実施細目で定める。 

  (2) 第３学年の必修教科の評定及び全学年を通しての特別活動の評価は、第３学年の生

徒全員について行い、これを学習成績等一覧表として作成するものとする。 

 

 ３ 学力検査等 

  (1) 一般選抜のための学力検査（以下「学力検査」という。）は、同一の時期に、同一

の問題により実施する。 

  (2) 学力検査は、国語、社会、数学、理科及び外国語（英語）の５教科について行う。 

  (3) 学力検査問題の内容については中学校学習指導要領（平成１０年文部省告示１７６

号、平成１５年文部科学省告示第１７３号・一部改正、平成２０年文部科学省告示

第９９号による特例を含む。）によるものとする。出題に当たっては基礎的、基本

的な事項を重視するとともに、判断力、表現力等についても検査することができる

ように努め、受検者の学力を適切に評価できるよう配慮する。 

(4) 上記(2)の５教科の検査のほか、実施細目に定める音楽科、美術科等の学科におい

ては、適性検査を課する。 

  (5) 学力検査及び適性検査は、それぞれ１日で実施する。 

 

 ４ 面接 

   入学志願者全員に対して面接を実施する。面接の実施方法等については、教育長が実

施細目で定める。 

 

 

 



 

 

 ５ 選抜方法 

   入学者の選抜は、中学校長から提出される調査書その他必要な書類、学力検査の成績、  

適性検査の成績及び面接の結果を資料とし、各高等学校の教育を受けるに足る能力・適  

性等を総合的に判断して行う。 

  (1) 調査書の学習の記録と学力検査の成績は、同等に扱う。ただし、入学定員の一部に   

ついて、そのいずれかを用いない場合は、この限りでない。 

    (2) 調査書の学習の記録の評価は、学力検査を行う５教科と学力検査を行わない４教科 

 （音楽、美術、保健体育及び技術・家庭）との均衡及び中学校における生徒の発達の

過程を考慮して行うものとする。 

  (3) 調査書の学習の記録以外の記載事項、適性検査の成績、面接及びその他の資料につ   

いては、これを十分尊重する。 

 

Ⅳ 自己推薦選抜 

  自己推薦選抜の募集人員並びに入学者の選抜等については、教育長が実施細目で定める。 

 

Ⅴ 定時制の課程の別日程募集、第２次募集及び秋季募集 

  別日程募集は、入学定員の一部を留保して行い、第２次募集は、一般選抜において合格

者の数が入学定員の数に満たないときに行う。 

  秋季募集は、香川県立三木高等学校において行う。 

別日程募集、第２次募集及び秋季募集については、教育長が実施細目で定める。 

 

Ⅵ 通信制の課程の募集 

  通信制の課程の募集については、教育長が実施細目で定める。 

 

Ⅶ その他 

 １ この要綱に定めるもののほか、入学者選抜に関する必要な事項は、教育長が実施細目

で定める。 

 

２ 専攻科の入学者選抜について必要な事項は、教育長が平成２３年度香川県立高等学校

専攻科入学者選抜実施細目で定める。 


